
令和３年７月  

稲毛区 地域振興課くらし安心室 

 

マニュアルＢＯＸの研修会を開催しました！ 
 

災害時に避難所運営を円滑に行えるよう、稲毛区内

の公民館の避難所運営委員会委員を対象に、マニュア

ルＢＯＸ作成・使用に関する研修会を開催しました。 

 

日 時 ６月１３日（日）10：00～11：30 

場 所 黒砂公民館※１ 

参加者 稲毛区内公民館の避難所運営委員会委員 

    ８団体（計１７名）※２           

 

 

 研修では、マニュアル BOX についての概要説明後、実際に黒砂公民館のマニュアル

BOX を使用して、1 次受付、2 次受付の設置体験を参加者の皆さんにしていただきま

した。 

 熱心に、写真やメモを取られる参加者の姿も見受けられ、マニュアル BOX の有用性

を実感して頂けたのではないでしょうか。 

 黒砂公民館避難所運営委員会様には、多大なご協力をいただきました。ありがとうご

ざいました。 

マニュアルＢＯＸとは！？ 

 

「受付」「トイレ」「避難室」など、役割別に箱を分け

てあり、 箱の中には、避難所開設・運営に向けて事前に

準備した必要な資材（写真、掲示物、近隣地図、各種マニ

ュアル 、その他諸々 ）が入っており、 避難所業務に詳

しくなくても 、 避難所業務に協力できるような備えとな

っています 。 

 

 千葉市 HP でも、避難所運営委員会活動事例集としてご

紹介しています。 

https://www.city.chiba.jp/somu/kikikanri/bosai/documents/jireishuu.pdf 

※１ 黒砂公民館の避難所運営委員会で、先進的にマニュアル BOX を取り入れられているためご協力

いただきました。 

※２ 黒砂公民館と同規模避難所のため参考にしやすいことと、台風等の風水害時に避難所開設される 

ことが多いため、今回は公民館の避難所運営委員会を対象とさせていただきました。 

 

     研修会の様子 

（説明者：黒砂公民館避難所運営委員会の池江委員） 



マニュアルＢＯＸを使用した１次受付・2 次受付設置体験の様子 

  

保管庫内（見やすく表示されています） 搬出（女性でも持ち運べます） 

  

蓋を開ける（中身の確認） １次受付 BOX の内容 

  

運営フローも見やすく作成 事務用品も一括で保管せず、個別に 

  

１次受付 案内表示の貼り付け 一次受付 受付テーブル設置 



  

１次受付 飛沫防止板設置 １次受付 設置完了状況の確認 

  

２次受付 ＢＯＸから取り出し 2 次受付 案内表示の貼り付け 

  

２次受付 受付用紙などの設置 2 次受付 設置完了状況の確認 

  

本部 事前に設営していた本部の様子 本部 本部掲示物の説明 

 作成方法の一例です。避難施設の環境に見合った案内・BOX の設置をお願いします。 



説明者（池江委員）からのメッセージ  

東日本大震災直後より「みんなで防災」を掲げ  

 「MーBOX を備えての避難所・みんなで訓練」、「安否確認声掛け訓練による地域の繋がりの意識

確認」、「地域内の情報共有訓練」、「繰り返し各戸の７日間の備えの促し」等様々に試行して参り

ました。しかし、地域全体で意識共有していくことの難しさも感じてきました。 

 コロナ禍で、さらに災害時の対応の難しさを強いられています。 

 現実を捉え、できる対応《目的を明確にし どう伝え どう共に体験していくか》を重ねていくし

かありません。エリア内避難所の連携と役割分担も課題です。頑張りましょう。 

参加者のご意見・ご感想 

○まずは、1 次受付と 2 次受付のマニュアル BOX を準備し訓練で使用してみたい 

○自分たちも「ここまでやらねばならないのだ」と感じた 

【配布した様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 稲毛区地域防災活動及び予定 

 避難所運営委員会研修［新任者向け］  ７月 ４日（日）・１０（土） 

 九都県市合同防災訓練避難所開設訓練  ８月２９日（日） 

 九都県市合同防災訓練重点訓練    １０月１０日（日） 

 避難所運営委員会講習会       令和４年１月頃予定 

 

≪お知らせ≫「地域避難施設」と分散避難の推進について 

 千葉市では、公共施設の指定避難所と連携して、地域が自主的に運営する「地域の避難先」の確保によ

る分散避難に取り組んでいます。 

≪地域避難施設とは≫ 

町内自治会集会所等をあらかじめ「地域避難施設」として認定することで、災害時に、「地域の避難

先」として、町内自治会等が自主的に開設し、最寄りの指定避難所と連携して避難者の受け入れ等をお

こなうことができるようにする制度です。（令和３年１月２１日施行） 

町内自治会等からの申請に基づき、一定の要件を満たす町内自治会集会所等を「地域避難施設」とし

て認定するとともに、認定施設への備蓄品等の配備を行います。 

◆稲毛区内の認定施設数１６箇所（令和３年６月末時点） 

認定の基準などは、千葉市ホームページで確認できます。 

https://www.city.chiba.jp/somu/kikikanri/bosai/documents/jireishuu.pdf 

 

案内表示 

各種様式 


